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・
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摂
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貨
幣
経
済
論
的
立
場
よ
り
見
下
る
財
産
税中

λ歳、
'ロマ

貫

第

序

言

租
税
は
財
政
惑
の
み
よ
り
之
れ
を
研
究
す
る
事
が
出
来
る
が
、
同
時
に
闘
民
経
稗
全
般
よ
り
の
考
察
伝
之
れ
に

加
へ
ね
ば
充
分
の
も
の
と
は
言
ひ
得
な
い
。
特
に
貨
幣
輝
静
的
観
察
が
支
配
的
と
な
っ
て
ゐ
る
現
代
経
済
准
舎
に

於
て
は
市

粗
積
を
貨
幣
論
的
q
A
ほ
景
気
論
的
立
場
よ
り
見
直
す
市
中
川
紹
調
に
品
一
明
白
で
あ
る
。

』

I
b
k
uん
田
川
斗
一
、
，
h
v
、
，
十
九

ノ
一
戸
点
、
ゴ
サ

ι
F
F
t
t
u
-
-
トト

「
非
常
時
財
源
と
し
て
の
財
産
税
」
が
盛
ん
日
論
議
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
此
の
問
題
も
単
に
狭
義
の
臨
時
財
政
の
見

地
よ
り
之
れ
を
取
扱
ふ
の
み
な
ら
歩
、
更
に
庚
義
の
戟
時
財
政
の
立
場
町
ち
戟
時
鰹
梼
の
立
場
よ
り
研
究
す
る
必

要
が
あ
る
。
恰
も
英
園
に
お
け
る
貨
幣
景
気
論
の
権
威
た
る
ケ
イ
ン
ズ
が
共
の
著

1

貨
幣
論
」
の
第
二
巻
に
掲
載
し

た
る
戟
時
財
政
離
は
、
ブ
リ
ワ
ケ
の
言
ふ
が
如
く
に
確
か
に
控
目
す
可
き
所
説
で
あ
る
。
蓋
し
ケ
イ
ン
ズ
は
、
ヶ

ム
プ
U
J

ツ
ヂ
事
探
の

E
撃
と
し
て
貨
幣
檀
漕
皐
界
の
最
高
峰
に
位
す
る
の
み
な
ら
子
、

題
議
定
の
主
席
専
門
委
員
と
し
て
世
界
的
名
産
を
博
し
、
更
に
冨
白
コ
円
]
百
件
巾
『
の
己
主
『
岳
山
口
内
0
2
2
2
n
E
等
に
執
筆

一
九
一
九
年
に
は
賠
償
問

し
て
輿
論
の
指
導
に
任
じ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
り
、
「
貨
幣
論
」
に
見
ら
る
る
彼
の
戦
時
財
政
観
は
大
戦
後
の
あ
ら
ゆ

る
影
響
を
経
験
し
て
後
の
議
論
な
れ
ば
、
我
々
が
耳
を
貸
す
に
充
分
な
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し

貨
幣
観
済
論
的
立
場
よ
り
見
た
る
周
産
税

第
四
十
三
巻

七

ヨ王

第
五
銃
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貨
融
巾
純
済
論
的
立
場
上
り
見
た
る
財
産
税

第
四
十
三
巻

七

ノ、

第
五
披

O 
O 

て
彼
の
戟
時
財
政
相
慨
は
極
め
て
短
文
に
し
て
彼
の
貨
幣
景
気
理
論
の
副
産
物
に
止
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
が
戦

時
財
政
を
回
摘
に
途
行
す
る
手
段
と
し
て
財
産
税
の
名

-EHL向
ぐ
可
営
主
張
せ
る
黙
は
、

我
岡
現
下
の
財
産
税
制

定
問
題
を
考
慮
す
る
に
嘗
り
此
れ
を
無
組
し
待
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
本
稿
に
於
て
は
、
主
と
し
て
ケ
イ
ン
ズ
に

従
ひ
、
更
に
比
れ
を
財
政
準
的
に
布
術
せ
る
プ

P
ヅ
ケ
の
読
を
も
顧
み
つ
つ
、
戦
時
財
源
と
し
て
の
財
走
耽
の
理

命
的
判
以
世
町
営
百
円
幹
照
市
叶
也
川
均
L

仏

H
M
よ
り
在
、
白
勺
、
刀
で
ち
る
U

B
i
-
4
4
7
4
1
i
i
;
i
:
j

ー

!
I
t
-
-
(
町

〈

第
二

ケ
d
1
ン
ズ
に
於
け
る
問
題
の
取
扱
方
法

貨
幣
論
景
気
論
の
立
場
よ
り
す
る
唯
一
の
戦
時
財
政
相
慨
は
此
れ
を
ケ
イ
ン
ズ
に
於
て
求
め
ね
ば
な
ら
ね
。
ケ
イ

ン
ズ
の
議
論
は
、
此
れ
を
数
字
的
に
取
扱
ひ
し
も
の
で
は
な
く
、
比
の
貼
若
干
の
不
満
ぞ
戚
十
る
も
の
で
あ
る
が
、

然
し
嘗
時
は
必
要
な
る
統
計
が
娘
て
差
押
へ
ら
れ
之
れ
営
利
用
し
得
る
遣
が
存
し
な
か
っ
だ
の
で
あ
る
故
、
我
'
伊

は
彼
の
理
論
的
説
明
の
み
で
満
足
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
而
も
彼
の
理
論
は
財
政
墜
的
理
論
と
は
異
h
ノ
、
専

ら
貨
幣
的
景
気
理
論
の
上
よ
り
課
税
に
よ
る
戦
費
の
調
達
、
特
に
財
産
税
の
必
要
性
を
強
調
せ
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
事
で
は
先
づ
彼
の
理
論
の
某
礎
的
構
造
を
簡
単
に
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ケ
イ
ン
ズ
は
此
の
問
題
を
取
扱
ふ
に
際
し
て
も
、
節
約
と
投
資
と
の
こ
概
念
含
以
て
景
気
現
象
伝
説
明
せ
ん
と

す
る
所
の
彼
の
根
本
的
方
法
に
よ
れ
る
事
は
言
ふ
迄
も
な
い
所
で
あ
る
o
却
も
先
づ
、
枇
舎
の
総
生
産
物
は
資
本
財

(
又
は
投
資
財
)
と
消
費
財
と
に
分
た
る
可
〈
、

一
定
期
間
の
世
舎
の
総
生
産
物
の
生
産
費
は
同
時
に
枇
合
の
各
成
長



の
線
所
得
と
な
る
。
此
の
所
得
の
一
部
分
を
以
て
消
安
財
の
購
買
に
充
て
ら
れ
、
所
得
の
中
節
約
さ
れ
た
る
部
分

が
資
本
財
の
購
買
卸
ち
投
資
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
此
の
純
所
得
の
中
で
消
費
に
向
け
ら
れ
る
部
分
と
投

査
に
向
け
ら
れ
る
部
分
と
の
割
合
が
、
組
生
産
費
中
資
本
財
の
生
産
費
L
」
消
費
財
の
生
産
費
と
の
割
合
に
等
し
き

場
合
に
は
、
少
〈
共
消
費
財
の
債
格
水
準
は
共
の
生
産
費
と
等
し
〈
、
生
産
の
構
造
に
は
何
ら
の
襲
化
な
く
し
て

趨
摘
は
均
衡
を
維
持
す
る
の
で
あ
ふ
。
然
る
に
祉
舎
成
員
の
鯨
貨
幣
所
得
に
若
干
の
水
増
が
行
は
れ
た
る
場
合
に

生
産
の
構
造
は
如
何
に
な
る
か
。
此
の
場
合
に
於
て
も
、
水
増
き
れ
た
る
棉
貨
幣
額
中
消
費
に
向
け
ら
れ
る
部
分

と
投
資
に
向
け
ら
れ
る
部
分
と
の
割
合
が
、
消
費
財
の
生
産
賓
と
資
本
財
の
生
産
費
と
の
割
合
に
等
し
き
限
り
は
、

生
成
約
構
造
は
蹴
開
化
す
る
事
細
川
く
単
に
名
目
的
簡
格
必
勝
賞
を
一
亦
す
に
湖
ぎ
な
い
。

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

か

所

得

イ

ン

ア

レ

イ

ジ

ョ

ン

と

言

ふ

の

で

あ

る

。

ウ
イ
ン
ズ
は
斯
か
る
場
合
を

吋

b

」

=zuo口
J
F

円
」
田
口
=
山
門
戸
口
日

反
之
、
水
増
さ
れ
h
L

る
購
買
カ
が
企
業
家

の
み
に
附
加
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
此
の
場
合
に
組
貨
幣
支
出
中
消
費
仁
向
け
ら
れ
る
部
分
左
投
資
に
向
げ
ら
れ
る

部
分
と
の
割
合
は
、
最
早
や
消
費
財
の
生
産
費
と
資
本
財
の
生
産
費
と
の
割
合
に
等
し
か
ら
十
.
資
本
財
の
相
劃

的
債
格
騰
貴
従
っ
て
資
本
財
産
業
の
利
益
増
大
を
生
じ
、
延
い
て
は
資
本
財
産
業
の
勃
興
を
来
し
て
生
産
の
構
造

に
品
型
化
を
費
ら
す
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
事
は
、
線
貨
幣
所
得
に
水
増
の
な
き
れ
玄
る
場
合
に
、
消
費
が
減
退

し
節
約
が
増
加
す
る
時
に
も
等
し
く
起
り
得
る
の
で
あ
る
。

倍
て
右
の
知
〈
に
企
業
家
に
附
加
的
購
買
力
を
輿

へ
る
の
は
主
と
し
て
金
利
の
低
下
に
よ
h
七
行
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
共
の
結
果
生
産
の
構
造
に
襲
化
を
古
川
す
に

至
れ
ば
、
資
本
財
産
業
の
企
業
家
が
異
常
の
過
剰
利
潤
を
獲
る
の
み
な
ら
や
、
資
本
財
部
門
に
於
げ
る
債
格
騰
貴

貨
幣
経
済
論
的
立
場
よ
り
見
た
る
財
産
税

第
四
十
三
巻

第
五
披

O 

七

七

Keynes; ibid. Vol. 1 p. 134 
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貨
体
経
済
論
的
立
場
よ
り
見
た
る
財
産
税

第
四
十
三
容

七

i¥. 

第
五
時
仙

O 

が
消
費
財
部
門
に
惇
播
す
る
に
至
れ
ば
、
消
費
財
産
業
の
企
業
家
も
亦
異
常
な
る
過
剰
利
潤
を
獲
る
事
と
な
る
。

、
。
、
、
刷
、
。
、
町
、
、
、
、

期
か
る
場
合
に
ケ
イ
ン
ズ
は
、
之
れ
を
利
潤
イ
ン
フ
レ
イ
シ
ヨ
ン

]
M
M
C
P
F
F円

一

O

一
回
と
呼
ぷ
の
で
め
名
。

ケ
イ
ン
ズ
は
、
右
に
偲
定
せ
し
如
〈
節
約
き
れ
し
も
の
が

必
や
し
色
投
資
き
れ
な
い
が
故
に
、
銀
行
政
策
ぞ
以
て
此
れ
が
調
節
営
な
す
可
志
半
ぞ
論
じ
て
ゐ
る
の
で
め
の
や
。

右
は
ケ
イ
ン
ズ
に
於
げ
る
根
本
的
方
法
論
に
し
て
、

勿
論
ク

4
ン
ズ
の
理
論
構
戒
に
ほ
幾
多
の
快
陥
あ
る
佐
免
が
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
滋
で
は
単
に
、
彼
が
戦
時
財

政
ey
耐
ゃ
あ
場
A
U
に
も
亦
h
の
か
訟
に
芯
い
ず
し
論
議
け
る
事
の
み
必
述
べ

Z
仁
止
め
に
い
の
で
あ
る
。

第

職
時
財
政
に
お
け
る
担
本
問
題

戦
争
げ
か
勃
殺
す
る
や
、
否
そ
れ
よ
り
以
前
に
、
開
戦
聞
が
共
の
資
源
の
少
な
か
ら
ゴ
る
部
分
を
軍
需
産
業
に
轄

用
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
は
、
今
夏
言
ム
迄
も
な
き
所
で
あ
る
。
殊
に
現
今
の
戦
争
の
如
〈
、
数
年
の
長
き
に
亙
り
一

闘
の
生
命
令
-
賭
し
て
戟
は
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
に
は
、
平
時
に
於
て
蓄
積
せ
ら
れ
た
る
軍
備
の
み
を
以
て
し
て
は
到

底
其
の
目
的
を
建
し
符
な
い
事
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ
ふ
。
斯
か
る
際
に
闘
民
に
勤
倹
貯
蓄
を
奨
廟
し

所
謂
ロ
H
O
E
-
E三
百
三
を
要
求
す
る
の
み
で
果
し
て
所
要
の
資
源
が
軍
需
産
業
に
向
け
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
。

ケ
イ
ン
ズ
が
戦
時
の
如
き
生
産
構
造
の
大
轄
換
を
必
要
と
す
る
場
合
に
、
園
民
が
自
殺
的
に
節
約
せ
し
部
分
の
み

を
軍
需
産
業
に
向
け
る
の
で
は
、
到
底
開
戦
を
決
意
す
る
事
す
ら
不
可
能
と
見
る
の
は
誠
に
営
然
の
事
柄
で
み
の
る
。

却
も
彼
は
、
何
ら
か
の
形
式
に
よ

h
て
購
買
力
を
強
制
的
に
移
轄
し
此
れ
を
所
要
産
業
に
投
資
す
可
き
事
を
絡
調

ibid. p. r 55， p. 282， p. 349 
ibid. p. r83 
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、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

的
に
必
要
と
考
ふ
る
も
の
に
し
て
、
換
言
す
れ
ば
、
何
ら
か
の
強
制
手
段
に
よ
り
て
岡
民
の
消
費
を
節
減
し
斯
〈

し
て
生
ぜ
し
錯
剰
資
源
を
ぱ
戟
争
の
矯
め
に
利
用
せ
し
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
具
睡
的
に
言
へ
ば
、
所
得
の

大
部
分
を
消
費
に
向
く
る
所
の
勢
働
者
及
び
俸
給
利
子
生
活
者
の
階
級
の
寅
質
所
得
を
減
少
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ

の
で
あ
る
叫
斯
く
て
、
戟
時
に
於
て
は
消
費
し
梓
可
き
祉
合
同
的
生
産
物
が
念
激
に
蹴
少
せ
ぎ
る
を
得
ぬ
以
上
、
フ
9

ヅ
ケ
も
亦
生
産
物
と
所
得
と
の
均
衡
維
持
の
免
め
に
、
闘
民
の
寅
質
を
伴
は
ぬ
外
見
的
所
得

F
Z
E巾一号
0
5
5
2

ぞ
除
去
せ
ね
ば
ら
ぬ
事
詮
主
張
す
る
の
で
あ
る
A

蓋
し
斯
〈
す
る
事
に
よ
り
て
の
み
戦
争
終
了
後
正
常
的
経
糟
循

現
~
の
移
行
川
団
滑
に
行
ほ
れ
得
タ
久
川
崎
岬
で
あ
る
。

-
J
4
・
1

)

1

・
自

H
J
J
:
〉

い

j
ゥ
1
4
p
骨
f
J
b
y
d
I
L
J
d
」

B
V

即
:
ト

wι勺
ユ
町
目
干
ず
つ
い
-
、

b
、
〉
九

h
v
-
z、

而

L
1
1
σ
一
主
主
C

山
市
白

h
z
i，
w
t雪
注

u
f‘
B
I
Z
-
9
fノ
自

f
f
/
d
u
E
~
E
U
4
r
p一
ト
ト
ト

控
宮
司
彫
り
り
毘
4
市

H
N
a
l
J
↑

ノ

〆

L
吋

R
J
V古
川

移
輔
が
必
要
で
あ
る
が
、

此
れ
に
は
常
に
何
ら
か
の
枇
合
的
な
る
摩
擦
欄
飢
を
仲
ひ
易
き
も
の
で
あ
り
、

此
の
摩

擦
撹
乱
を
出
来
得
る
限
り
少
か
ら
し
む
る
事
こ
そ
先
づ
解
決
す
可
き
根
本
的
な
る
必
要
保
件
で
あ
る
。

i帯
四

問
題
解
決
の
諸
方
策
と
其
の
批
判

右
の
如
〈
、
購
買
力
の
強
制
移
轄
を
行
ひ
以
て
均
衡
を
保
ち
つ
つ
生
産
構
造
の
麺
草
を
招
来
す
る
急
め
に
は
如

何
な
る
方
策
に
依
る
可
き
か
。
草
に
購
買
力
を
政
府
に
輿
へ
る
と
云
ふ
の
み
な
ら
ば
、
巳
に
過
去
に
於
て
屡
ミ
用

ひ
ら
れ
た
る
が
知
〈

ι、
政
府
が
必
要
な
る
だ
け
の
不
換
紙
幣
を
殺
行
し
以
て
岡
民
よ
り
並
行
の
購
買
力
を
取
上
げ

る
左
云
ふ
方
法
が
あ
る
。
然
し
乍
ら
此
の
方
法
は
園
民
経
漕
に
飴
り
に
大
な
る
撹
飢
を
惹
起
す
る
も
の
な
る
が
故

貨
融
市
経
済
論
的
立
場
よ
り
見
た
る
財
産
税

第
四
十
三
谷

-B 

)u 

第
五
競

O 
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貨
幣
経
済
論
的
立
場
よ
り
見
た
る
財
産
殺

第四十一一一を

七

O 

第
五
競

O 
四

に
蕊
に
問
題
と
す
る
だ
け
の
債
値
を
有
し
な
い
c

従
っ
て
ケ
イ
ン
ズ
も
亦
此
の
方
法
を
考
慮
の
外
に
置
さ
、
・
突
の

三
種
の
方
策
を
翠
げ
て
ゐ
る
。

り
諸
債
格
(
特
に
消
費
財
償
曹
を
襲
化
せ
し
め
守
し
て
貨
幣
賃
銀
を
低
減
す
る
事
c

r
・、官

一
議
債
格
を
ば
貨
幣
賃
銀
よ
り
も
一
層
高
〈
騰
貴
ぜ
し
め
、
以
て
賞
質
賃
銀
を
減
少
す
る
事
。

川
生
産
諮
問
子
印
ら
憾
ゆ
る
階
級
の
枚
入
に
課
税
す
石
事
。

F4sx 
今
右
の
一
一
一
方
策
?
比
較
考
且
叩
イ
る
じ
、
最
後
の
万
策
印
ち
総
ゆ
ら
階
級
の
枚
入
に
謀
枕
寸
，
心
部
は
前
・

4

万山一月よ

り
も
直
接
的
に
し
て
且
純
正
主
義
者
よ
り
推
奨
せ
ら
れ
る
が
故
に
、
ケ
イ
ン
ズ
は
先
づ
此
の
方
策
よ
り
批
判
を
試

み
て
ゐ
る
の
で
あ

L
。
卸
ち
此
の
方
策
は
、
自
殺
的
な
る
節
約
額
以
上
に
必
要
な
る
投
資
額
を
課
税
に
よ
り
て
直

接
政
府
に
徴
牧
す
る
・
も
の
な
る
が
故
に
最
も
直
接
的
な
る
可
〈
、
更
に
聴
ゆ
る
階
級
に
均
し
く
消
費
節
減
を
強
制

す
る
も
の
な
れ
ば
公
正
な
る
方
法
と
見
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
而
色
プ
首
Y

ヅ
ケ
の
所
謂
外
見
的
所
得
の
除
去
と
云

ふ
賄
よ
り
も
亦
最
も
勝
れ
た
る
方
策
と
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。

然
し
乍
ら
此
の
方
法
に
は
幾
多
の
融
鈷
を
伴
ふ
も
の
に
し
て
、
ケ
イ
ン
ズ
も
亦
次
の
如
き
諸
融
勅
eT
奉
げ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
印
ち
先
づ
、
此
の
方
策
の
下
に
於
て
は
穂
ゆ
る
階
級
に
一
般
に
課
税
せ
ら
る
る
を
要
す
可
〈
、
従

っ
て
貧
者
も
亦
課
税
を
免
が
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
戦
時
中
の
英
国
の
所
得
税
に
於
て
見
ら
る
る
が
如
ノ
¥

免
税
輸
を
引
下
ぐ
る
と
共
に
耽
率
を
高
め
、
此
れ
を
極
端
に
迄
推
し
進
め
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
若
し
然
ら
十

し
て
比
較
的
富
者
の
所
得
に
の
み
課
税
す
る
事
と
な
れ
ば
、
其
れ
は
草
に
富
者
の
過
剰
消
費
を
制
限
す
る
事
と
な

ibid. p. '72 ロ) ibid. 
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る
の
み
に
し
て
、
戦
時
に
於
て
は
全

t
共
の
目
的
を
遣
し
得
な
い
で
あ
ら
う
。
而
も
課
枕
を
貧
者
に
迄
推
し
及
ぽ

す
と
す
る
な
ら
ば
、
共
慮
に
は
困
難
な
る
政
治
問
題
を
惹
起
す
る
に
至
る
可
〈
、
一
世
命
日
的
摩
擦
撹
説
は
此
の
方
法

を
執
り
得

e
さ
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

然
ら
ぱ
イ
及
び
ロ
に
奉
げ
に
る
方
策
に
就
て
は
如
何
?

あ
る
が
、
此
れ
を
行
ふ
上
に
於
け
る
吐
合
同
的
摩
擦
の
相
異
及
び
其
他
の
理
由
よ
り
、

た
る
方
策
を
選
ぶ
の
で
あ
h
o

何
れ
の
方
策

よ
る
も

ケ結
イ果
y は
ズ同
lまじ
寧〈
ろ問
(ロ)接
に的
掲で
げは

即
ち
先
づ
此
等
二
つ
の
方
策
を
見
る
に
、
何
れ
に
擦
る
場
合
に
も
勢
働
者
は
共
の
消
費
を
強
制
的
に
制
恨
せ
ら

円，

:
L
、
九
品
村
如
水
り

rr
午
こ
連
片
工

3
1サ
司
り
佐
見
日

r
f
・つ

L
5
K
Iプ
、
L

リ
hEH
っ
と
市

H
J
H
'
h
p
h
;
o

A
J
J
一3
5
5

〔
}
一
二
一
一
E
v
h
w
J
一て
d

J

1

4

J

ヨ刈
I
J
U
/
L
x
n
t
d
A
S
1叶

l
e
4
d
E
Z
E
t
p
U
R
J
R
h
J
た
〆

L
て
ρr
二一
o
f
7引
u

p

t

v

f
レ

J
i

縦

割li
1;> 

る
場
合
に
所
得
税
、
超
過
所
得
税

2
勺
巾
『
仲
良
又
は
過
剰
利
潤
枕
巾
H
2
2
官
O
E
Z
Z阿

等
の
諸
説
か
又
は
公
債

に
よ
り
で
、
企
業
家
の
懐
に
入
り
し
異
常
利
潤
を
政
府
に
取
上
「
れ
ば
即
ち
よ
く
共
の
目
的
を
達
し
得
る
の
で
あ

4
0
0
 黙

し
乍
ら
今
此
の
二
方
訟
を
仔
細
に
観
察
す
る
な
ら
ば
、
共
の
寅
行
上
に
於
て
叫
の
方
策
の
方
が
温
か
に
勝
れ

る
も
の
に
し
て
、
次
の
知
き
諸
理
由
一
か
奉
げ
ら
れ
る
。

印
ち
υい
に
奉
げ
た
る
諸
債
格
を
費
化
せ
し
め
や
し
て
貨
幣
賃
銀
を
低
減
す
る
方
策
ぞ
採
る
時
に
は
、
鈴
り
に
も

明
瞭
に
貧
し
き
勢
働
者
に
課
税
す
る
事
と
な
る
が
故
に
』
の
方
策
の
場
合
と
同
じ
く
政
治
上
心
理
上
よ
り
猛
烈
な

石
反
劃
あ
る
を
免
れ
得
な
い
。
又
更
に
利
子
生
活
者
に
就
て
見
て
も
、
彼
等
の
利
子
契
約
は
相
嘗
固
定
的
に
し
で

貨
幣
経
済
論
的
立
場
よ
り
見
た
る
財
産
税

第
四
十
=
一
巻

第
五
競
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貨
幣
経
済
論
的
立
場
よ
り
見
た
る
財
産
税

第
四
十
三
巻

七

第
五
時
抗

一O
六

之
れ
ぞ
襲
更
す
る
事
は
困
難
で
あ
り
、
従
っ
て
利
子
生
活
者
の
消
費
を
制
限
し
得
、
ざ
る
は
勿
論
外
見
的
所
得
を
も

除
去
し
得
な
い
で
あ
る
。

、1
j

然
る
に
作
に
奉
げ
た
る
所
の
諸
債
格
を
ぱ
貨
幣
賃
銀
よ
り
も
一
一
暦
高
〈
騰
貴
せ
し
な
る
方
策
を
執
れ
ば
如
何
?

此
的
場
合
に
は
、
勢
働
者
は
恨
ん
市
賀
質
賃
銀
が
低
下
し
て
も
所
謂
貨
幣
錯
畳
に
よ
り
て
殆
ん
い
と
反
封
の
務
ぞ
胤
ゃ
り

ゃ
、
従
っ
て
政
治
的
困
難
が
少
い

t
に
尚
突
の
如
き
有
利
な
る
諸
貼
や
-
認
め
得
る
の
で
あ
る
。
却
ち
此
の
場
合
に

色

)ザI

5FIJ 
iPJ 
，イ

〆

L〆

4 

〆

》

3
4
6

ノ
主
主
芦
、
、
)
L
4
7
1
v
'
O
B
E
リ
コ
同
日
少

4

4

〉

f
e
s
r
'〉
、

ノ

フ

h
j

》

干

、

L

を
え
L
1
4
芽

J

・
君
。
旬

i
E
-
剖勺吋手、す

5
折
b
そ
れ
ド

Z
U
F
T
t
t
r
G一

レh
-
hノ
↓

y
台
程

J
H
p
f
u
u
V
4
I
J
'
b割
以
引

に
よ
り
て
の
み
諸
方
面
に
散
在
ぜ
る
生
産
的
資
源
を
軍
需
産
業
に
速
や
か
に
且
大
規
模
に
轄
用
せ
し
め
得
る
の
で

あ
る
。
蓋
し
軍
需
産
業
に
劃
し
て
意
の
ま
ま
に
信
用
使
用
能
力
守
奥
ふ
る
な
ら
ば
、
此
の
部
門
に
の
み
所
謂
所
得

イ
シ
プ
レ
イ
ジ
ョ
ン
を
起
す
が
故
に
、
容
易
に
他
の
産
業
部
門
よ
り
査
本
と
第
力
と
を
吸
引
し
得
る
が
故
で
あ
る
つ

而
も
企
業
家
の
異
常
利
潤
を
政
府
に
取
上
げ
る
な
ら
ば
、
外
見
的
所
得
を
除
去
し
得
る
と
共
に
下
層
階
級
を
徒
ら

フ
P
ヅ
ケ
炉
、
戟
時
財
政
の
重
要
な
る
一
手
段
と
し
て
特
に
統
制
的
イ

y

ア
レ

4
ν

ヨ
ン
を
強
調
せ
る
所
以
も
蕗
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

に
苦
し
め
ゴ
る
事
と
な
る
も
の
に
し
て
、

要
す
る
に
戟
時
の
財
政
経
済
策
と
し
て
は
、
消
費
を
強
制
的
に
節
蹴
せ
し
な
る
と
共
に
外
見
的
所
得
を
除
去
す

る
事
が
必
要
で
あ
る
が
、
主
ハ
の
前
提
と
し
て
先
づ
企
業
家
の
利
潤
を
高
め
る
事
即
ち
ケ
イ
ン
ズ
の
所
謂
利
潤
イ
ン

フ
レ
イ
ジ
ヨ
シ
を
惹
起
す
る
事
が
絶
封
的
に
必
要
に
し
て
、
所
得
イ
ン
フ
レ
イ
シ
ヨ

ν
は
生
産
的
資
源
の
轄
換
又

は
再
分
配
の
矯
め
仁
の
み
許
さ
る
可
き
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

Fricke; :l.a. O. 583 
Keynes; ibid. p. 174 
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然
ら
ぱ
右
の
如
〈
に
し
て
企
業
家
の
懐
に
抱
か
れ
た
る
異
常
利
潤
と
言
ふ
獲
物
は
如
何
な
る
方
法
に
よ
り
て
此

れ
を
政
府
の
手
に
移
す
可
き
か
。
蕊
に
八
公
債
か
租
税
か
の
問
題
延
い
て
は
財
産
暁
の
可
否
の
問
題
が
提
起
せ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

第
五

会
債
か
租
税
か
1

財
産
税
の
必
要
性

以
上
に
よ
り
て
明
ら
か
な
る
が
知
〈
、
戦
時
に
於
け
る
財
政
令
策
左
し
で
は
、
先
づ
企
業
家
に
異
常
利
潤
佐
抱

か
せ
る
が
時
め
に
イ
シ
フ
レ
イ
シ
ヨ
シ
政
策
念
行
少
、
然
る
後
此
の
企
業
家
利
潤
ゼ
政
府
の
手
に
移

F
事
、
地
間
中
目

r
z
-
I町
九
じ
世
よ

Y
P
J
t
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ワ
J
1
h
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型
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f
J
ノ

y
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f
J
5
7
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gv
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i
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2
A
Y
4
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1
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v

百
札
ぞ
れ
川
〆
し

n
H
η
-
J
r
T
・γ
F
ノ
J
i
L
3
1、
ふ
d
L
一
/
i
z
z
J
μ

、I2
H
1
J
v
i
j
u
u
l
f戸

所

止5
C!) 

fI 
13'~ 
~~ 
遣
す
ふ

カ3

;fi!~ 

め
に
公
債
に
よ
る
か
租
税
に
よ
る
か
と
言
ふ
事
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
此
の
紺
に
関
し
て
は
、
ケ
イ
ン
ズ

は
勿
論
の
事

7
9
ツ
ケ
色
亦
、
租
視
の
重
要
性
を
強
調
し
、
特
に
財
産
税
の
必
要
な
る
所
以
を
述
べ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。先

づ
ケ
イ
ン
ズ
に
就
て
見
る
に
、
被
は
将
来
に
於
げ
る
公
債
償
還
能
力
と
言
ふ
事
を
別
問
題
と
し
て
一
色
、
尚
八
位

債
よ
り
も
寧
ろ
租
枕
に
依
る
可
き
事
ぞ
推
賞
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
企
業
家
の
獲
た
る
異
常
利
潤
を
以
て
会

債
を
購
入
せ
し
む
る
事
と
す
る
な
ら
ば
、
成
程
一
時
は
購
買
力
を
政
府
の
手
に
移
す
事
と
も
な
る
が
、
然
し
企
業

家
は
将
来
の
園
民
所
得
に
劃
し
て
請
求
樺
を
保
有
す
る
事
と
な
る
色
の
に
し
て
、
彼
は
現
在
の
獲
物
を
失
ふ
代
り

に
将
来
の
獲
物
を
確
保
せ
ら
れ
る
事
と
な
る
。
而
も
斯
か
る
事
柄
は
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
一
の
〈
一
2

に
し
て
決

貨
幣
経
済
論
的
立
場
よ
り
鬼
た
る
財
産
税

第
四
十
三
巻

七

第
五
披
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七
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貨
幣
経
済
論
的
立
揚
よ
り
見
た
る
財
産
税

第
四
十
三
巻

一O
八

七

四

第
五
銑

し
て
ヱ
ユ
去
で
は
無
い
の
で
あ
る
。
惟
ふ
に
捗
働
者
の
貫
質
賃
銀
を
低
下
し
て
企
業
家
の
怯
に
異
常
利
潤
を
抱
か

せ
る
事
は
、
共
れ
自
臨
決
し
て
公
正
な
る
事
柄
で
は
な
い
。
然
し
乍
ち
戟
宇
と
言
ふ
大
事
の
前
に
は
勢
働
者
の
賓

質
賃
銀
を
低
下
す
る
と
一
五
ふ
事
も
亦
寧
ろ
丘
三
己
目
と
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
此
の
事
が
〈

-15
で
あ

る
限
り
、
企
業
家
の
肢
に
め
る
異
常
利
潤
と
一
五
ふ
獲
物
を
租
税
に
よ
り
て
共
の
偉
政
府
の
手
に
納
め
る
事
こ
そ
却

て
三
江
戸
-
巾
な
の
で

J

め
る
。

蓋
し
陥
れ
に
よ
り
て
労
働
者
及
ぴ
企
業
家
に
均
等
に
負
携
日
課
サ
ら
れ
し
事
と
な
る

出C
1:' 

ih 
z 

c

:
〉

・
0

・
:
}
I
t
-
-

泌
じ

M

U今円乍・
H
U
P
U一
粉
矧
よ
り

-

4

・

う
f
ン
ザ
ベ

3
b
k目
I
う
s
b
h
F
f
J
H
E
f
t
z
「
3
コ
?
う
3
c
E

d

F

、

川

}
k
ノ
》
5
1
e
1
2
-
J
F
4亦
ト
事

f
F
t
#
4
4
3
w
t
-
t
f
L
v
d
z
-
r
z
p

に
等
し
く
租
税
に
よ
る
場
令
に
於
て
も
.
各
種
所
得
税
の
増
徴
と
一
両
ふ
事
の
み
で
は
、
右
の
企
業
家
の
異
常
利
潤

が
充
分
取
上
げ
ら
れ
ゴ
る
と
共
に
克
に
財
政
需
要
を
も
充
分
に
満
足
し
難
き
懐
あ
る
故
、
表
に
各
種
租
税
と
並
び

て
財
産
税
課
徴
の
必
要
を
説
〈
の
で
あ
る
。

失
に
7
u
ノ
ヅ
ケ
は
此
の
問
題
に
如
何
に
答
へ
る
か
。
彼
は
ケ
イ
ン
ズ
の
貨
幣
経
済
論
的
前
提
を
共
の
佳
艦
承
し

て
統
制
イ
ン
フ
レ
イ

ν
ョ
ジ
を
勘
奨
し
、

ケ
イ
ン
ズ
と
等
し
く
物
債
騰
貴
に
よ
り
て
企
業
家
の
手
許
に
集
積
せ
ら

れ
た
る
異
常
利
潤
を
政
府
に
取
上
ぐ
る
事
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
此
の
間
題
に
閲
し
て
は
、
最
初
よ
り
戦

時
財
源
と
し
て
イ
過
去
に
蓄
積
さ
れ
た
あ
軍
備
ロ
附
加
的
所
得
税
山
公
債
政
策
及
び
斗
公
私
の
財
産
課
税
の
四
種

を
掲
げ
、
共
の
各
ミ
に
就
て
比
較
検
討
を
試
み
て
ゐ
る
の
で
め
る
。
然
し
乍
ら
惑
に
そ
の
詳
細
を
述
べ
る
事
は
不

必
要
に
問
題
の
範
園
を
超
え
る
事
と
な
る
が
故
に
、
只
目
下
の
問
題
に
闘
す
る
貼
の
み
を
簡
単
に
遮
べ
る
に
止
め

噌畑、。

ナ
t'hu

E王eyne;j;ibid. Vo1. 11 p. 174 

ibid. pp. '74-5 
Fricl三e;o. a. 0.. s. 547. s. 548. S. 553. s. 555 S. 560 S. 58:; 
o. a. o. S. 547 
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先
づ
公
債
に
よ
る
職
時
財
源
の
調
達
に
就
て
見
る
に
、
此
れ
に
よ
り
で
は
前
述
の
外
見
的
所
見
が
除
去
さ
れ
ぎ

る
は
勿
論
、
共
の
殺
行
に
も
一
定
の
限
度
が
存
す
る
も
の
に
し
て
、
公
債
の
濫
畿
の
矯
め
に
園
家
信
用
を
害
し
貨

幣
本
位
の
某
礎
を
危
く
す
る
が
如
き
場
合
に
は
、
到
底
此
の
政
策
を
耀
績
し
得
る
も
の
で
は
無

U
叉
附
加
的
な

る
所
得
課
税
は
成
程
一
腰
は
外
見
的
所
得
を
除
去
す
る
に
役
立
つ
が
、
而
も
此
れ
に
も
一
定
の
限
度
が
存
す
る
も

の
で
あ
る
。
剖
ち
附
加
的
所
得
課
税
に
よ
り
て
充
分
な
る
財
政
牧
入
を
奉
げ
得
る
が
矯
め
に
は
、
職
時
危
念
の
際

に
も
向

E
大
な
る
利
潤
を
邸
中
げ
得
る
が
如
き
企
業
が
多
数
に
存
す
る
を
要
す
可
く
v

而
卓
也
戦
時
に
路
神
統
制
及
び

債
格
統
制
等
が
行
は
る
る
場
合
に
は
此
れ
に
充
分
な
る
期
待
を
掛
け
得
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
斯
〈
て
公
債
に

よ
本
財
源
訓
誌
に
も
附
加
的
所
枠
制
山
枕
に
よ
る
企
業
利
潤
の
椴
枚
に
古
川
志
の
川
山
~
肢
が
ふ
仔
守
る
も
の
l

ず
れ
ば
、

鹿
き
れ
た
る
方
策
は
財
産
課
税
以
外
に
之
れ
を
求
め
得
な
い
の
で
あ
る
。

勿
論
財
産
課
税
を
行
ふ
場
合
に
は
、
生
産
資
本
を
麿
遣
し
て
闘
民
経
神
的
生
産
力
を
減
退
せ
し
む
る
も
の
と
考

へ
ら
る
る
が
故
に
、
此
の
勅
に
多
大
の
棋
知
を
包
賦
す
る
色
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
生
産
資
本
の
破
壊
と
言
ふ
事

は
公
債
に
よ
る
戦
時
財
源
調
達
の
場
合
に
も
起
h
ノ符
4
0

も
の
に
し
て
、
戦
争
、
と
一
Z
ふ
大
事
の
矯
め
に
は
避
け
符
ゴ

る
犠
牲
で
あ
る
と
色
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
フ
リ
ツ
ケ
が
公
債
支
弊
策
を
検
討
せ
る
に
営
っ
て
色
、
戦
時

公
債
の
増
綾
の
免
め
に
闘
民
経
済
の
貫
質
的
財
産
が
増
加
す
る
が
如
き
事
又
は
精
冷
減
少
せ
司
ざ
る
が
如
き
場
合
は

例
へ
ば
植
民
地
戟
守
の
如
き
特
殊
の
場
合
の
外
は
殆
ん

E
考
へ
符
広
一
れ
や
、
普
通
は
此
れ
に
よ
り
て
岡
氏
経
涛
の

貫
質
的
財
産
が
破
壊
せ
ら
れ
る
事
公
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
卸
ち
、
公
債
の
増
殺
そ
の
も
の
の
矯
め
に
園
民
の
名

貨
幣
経
済
論
的
立
場
よ
り
見
た
る
財
産
投

七

ご正

第
五
涜

C 
ゾb

第
四
十
三
巻

a. a. O. S. 548 
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貨
幣
鰹
済
論
的
立
場
よ
り
見
た
る
財
産
税

第
四
十
三
巻

第
五
銃

O 

七

ノ、

目
的
財
産
は
減
少
し
な
い
で
も
あ
ら
う
が
、
公
債
に
よ
り
て
調
達
せ
ら
れ
た
る
資
金
を
以
て
武
器
・
弾
丸
等
を
生

産
す
る
以
上
は
、
共
等
は
職
場
に
於
て
煙
と
化
す
べ
き
も
の
な
る
が
故
に
、
公
債
に
よ
り
て
そ
れ

rげ
岡
民
軽
油
開

の
賞
質
的
資
本
が
破
壊
せ
ら
れ
た
も
の
と
言
ふ
の
で
あ
る
。

斯
く
て
何
れ
の
方
策
を
執
る
に
し
て
も
若
干
の
快
知
念
免
れ
得
な
い
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、

、
.
、
.
、
岨
叩
噂
、

し
て
よ
り
趨
時
に
よ
弘
り
リ
直
接
的
に
企
業
{
家
水
の
旦
異
(
や
常
巾
利
潤
を
徴
牧
し
同
時
に
充
八
分
刀
な
酬
る9
肢
時
財
源
，
ヤ
伝
伊
ぜ
}
埠
提
地
供
す
る
所
の

他
の
諸
方
策
に
比

廿
H
E
E
K
臨
む
十
A

山、

i
a
g
t
 
p
r

、h
、「ド「
h
r
u
t
J
'寸
川
市
一
l

/

ど
」
子
五
円
ノ
九
'rufHι
ぉ

P
F
n
v
h
v
b
-
つ
工
ユ
r
λ
:
ナ
コ
:
、
円
ノ

AH;ぅ
3
0

f
j
J
F
J
ヲ
d
l
『
日
目
与
引
L

l

e
【

4
7
3
じ

ノ

》

4
E
品

t
t一一コ日

b
l
d
d
l
7
1
7
L
L
v
t
t

以
上
の
如
〈
、
貨
幣
論
景
気
論
の
立
場
よ
り
財
産
現
の
存
在
理
由
が
説
明
せ
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
が
、
然
ら
ば

蹴
洲
大
戦
に
際
し
て
交
戦
各
困
の
執
っ
た
財
政
策
の
寅
績
は
知
何
で
あ
っ
七
か
。
此
れ
を
回
顧
す
る
事
も
亦
興
味

深
い
事
柄
で
あ
る
。

第，、

大
戦
に
於
け
る
財
政
々
策
の
賓
績

右
の
如
き
戦
時
財
政
理
論
の
立
場
よ
り
、
大
戦
中
に
お
け
る
交
戦
各
困
の
財
政
政
策
を
見
る
に
、
何
れ
の
固
に

於
て
も
幾
多
の
誤
謬
と
試
糠
を
経
来
っ
た
跡
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
あ
。

先
づ
英
固
に
就
い
て
見
る
に
、
例
へ
ば
一
九
一
五
年
に
商
務
局
長
ラ
ン
ジ
マ
ン

F
=】

n
E
E
が
な
し
た
る
演
設

に
於
て
は
、
嘗
時
諸
物
債
の
騰
貴
せ
る
に
劃
し
て
賃
銀
の
引
上
げ
を
提
議
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
一
般

の
輿
論
と
し
て
は
、
諸
物
債
を
低
落
せ
し
む
る
と
共
に
消
費
は
無
統
制
に
放
任
す
可
き
事
が
主
張
せ
ら
れ
て
ゐ
る

Keynes; ibid. Vol目 IIp. '7' foot note 25) 



の
で
あ
る
。
然
る
に
諸
物
僚
の
騰
貴
と
共
に
賃
銀
を
引
上
げ
る
な
ら
ば
、
折
角
企
業
家
の
下
に
蓄
積
せ
ら
れ
た
る

利
潤
を
再
分
配
す
る
事
に
よ
り
て
ケ
イ
ン
ズ
の
所
謂
所
得
イ
ン
フ
レ
イ
シ
ヨ
ン
・
と
な
す
も
の
で
み
の
り
、
租
税
に
よ

り
て
政
府
に
取
上
ャ
可
き
企
業
家
の
異
常
利
潤
が
無
く
な
る
と
共
に
、
偲
令
消
費
し
得
可
き
祉
曾
的
生
産
物
が
減

少
せ
し
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
此
れ
に
慮
や
る
絡
め
に
外
見
的
所
得
を
除
去
す
る
事
が
出
来
な
い
で
あ
ら
う
。
又

物
債
を
低
落
せ
し
む
る
事
色
等
し
く
岡
民
の
消
費
節
減
を
張
制
し
得
ゴ
る
も
の
に
し
て
、
前
述
の
貨
幣
論
的
戦
時

財
政
組
よ
り
す
れ
ば
、
共
に
謀
れ
る
主
張
な
る
事
が
明
ら
か
で
あ
る
。
又
大
戦
中
に
於
て
、
英
岡
は
超
過
所
得
、

財
産
所
得
.
勤
勢
所
得
等
に
到
し
て
一
蒋
に
積
率
を
高
め
し
と
共
に
こ
九
一
四
年
の
一
財
政
法
)
免
税
賄
の
引
下
げ
耽
率

土
九
ご
九
千
及
び
一
九
一
六
ん
去
を
行
っ
た
の
と
あ
る
。
然
し
乍
ら
此
れ
伝
以
一
L

も
尚
充
分
に
企
業
家
の
懐

の
引
上
り

よ
り
利
潤
を
徴
耽
し
蓋
し
以
て
困
民
の
消
費
節
減
を
強
制
し
得
る
に
足
ら
中
、

ケ
イ
ン
ズ
も
明
ら
か
に
、
少
く
共

一
九
一
九
年
に
他
種
の
租
税
と
共
に
資
本
課
税
郎
も
財
産
税
の
行
は
れ
な
か
っ
た
事
を
非
常
に
遺
憾
正
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
従
っ
て
大
戦
終
了
後
企
業
家
の
手
許
に
多
額
に
保
有
せ
ら
れ
し
公
債
が
、
貨
幣
債
値
の
騰
貴
と
相
侠

ケ
イ
ン
ズ
に
言
は
す
れ
ば
会
〈
戦
時
に
お
け
る
財

政
争
策
の
失
敗
即
ち
財
産
税
の
制
定
せ
ら
れ
な
か
っ
た
事
に
踊
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

っ
て
、
金
ミ
英
闘
民
の
咽
喉
を
拐
す
る
様
に
な
っ
た
原
困
も
市

然
ら
ぱ
他
の
蹴
洲
諸
園
に
於
け
る
宜
績
は
如
何
で
あ
っ
た
か
。
共
庭
で
は
、
企
業
家
遣
が
彼
等
の
異
常
利
潤
と

云
ふ
獲
物
ぞ
ぱ
英
闘
の
企
業
家
よ
り
も
蓮
か
に
多
額
に
保
有
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
右
に
述
べ
た
る
戟
時

財
政
理
論
よ
り
す
れ
ば
、
英
闘
の
財
政
々
策
よ
り
準
か
に
劣
っ
て
ゐ
た
と
言
ひ
得
可
し
、
殊
に
濁
逸
の
如
き
は
職

貨
幣
経
済
論
的
立
場
よ
り
見
た
る
財
産
税

第
四
十
三
谷

第
五
披

b 

七

汐見三良11; 前協昔
Frickeは、 keyneもの云ふ如〈に 1919主l'に資本謀役が行はれたとしても、 fM
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貨
僚
経
済
論
的
立
場
よ
り
見
た
る
財
産
枕

第
四
十
三
巻

寸ゴ

ノL

第
一
占
競

争
末
期
に
財
産
課
税
(
河
内
一
己
2
0
5
v
E
i
)
ぞ
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
最
初
や
此
れ
を
以
て
は
拾
牧
し
能
は
ぎ
」
る
牒

態
に
立
至
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
運
命
の
皮
肉
と
言
は
う
か
。
此
生
干
の
諸
固
に
於
て
は
、
極
度
の
貨
幣
債

値
の
下
落
の
舟
め
に
、
企
業
家
の
抱
き
居
た
る
獲
物
は
殆
ん
ど
無
償
値
と
な
っ
て
、
梢
や
勝
れ
た
る
英
闘
の
財
政

A
V

策
よ
り
も
却
で
よ
き
結
果
を
賢
ら
し
た
の
で
あ

v

る。

斯
〈
亡
ケ
イ
ン
ズ
ば
謂
ふ
。
「
沼
田
は
な
る
倣
神
山
中
山
は
一
院
ち
仁
焔
正
山
ー
ら
れ
る
が
弘
知
ら

Y
る
場
合
ド
は
却

τ
閑
却
ぜ

ら
れ
て
耐
根
営
体
策
に
桟

fleり
の
で
め
る

L
E
。

第
七

言

結

以
上
私
は
、

ケ
イ
ン
ズ
及
び

7
9
ツ
ケ
の
所
論
金
手
懸
り
と
し
て
、
貨
幣
経
梼
論
又
は
貨
幣
的
景
気
論
の
立
場

よ
h
戦
時
財
政
策
を
検
討
し
特
に
財
産
税
の
必
要
な
る
所
以
を
明
か
に
し
た
。
蓋
し
、
貨
幣
的
景
気
理
論
に
擦
つ

た
の
は
、

一
つ
に
は
財
政
皐
固
有
の
文
献
に
於
て
も
財
産
税
の
理
論
的
根
擦
を
論
ザ
し
も
の
が
無
か
っ
た
事
と
、

他
方
に
は
貨
幣
的
景
気
理
論
が
均
衡
理
論
を
前
提
と
す
名
矯
め
に
、
此
れ
に
よ
っ
て
、
戦
争
の
動
飢
に
際
し
で
も

尚
出
来
得
る
限
り
粧
稗
撹
飢
を
避
け
同
時
に
職
後
正
常
な
る
躍
糟
循
環
に
国
滑
に
移
行
し
符
可
き
職
時
財
源
調
達

策
を
求
め
ん
と
せ
し
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
今
之
れ
ぞ
要
約
す
れ
ば
次
の
如
〈
言
ひ
得
る
の
で
あ

d

る。

帥
ち
、
戦
時
に
於
て
は
一
闘
の
生
産
資
源
の
少
か
ら
ぎ
る
部
分
を
軍
需
産
業
に
集
中
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
は
園
民
の
自
殺
的
節
約
の
み
に
頼
h
ノ得

F
る
も
の
に
し
て
強
制
的
な
る
消
費
節
減
が
必
要
で
あ
り
、

Keynes; ibid. p.， 175 



更
に
消
費
し
梓
可
き
世
合
的
生
産
物
の
減
少
に
膿
じ
て
所
謂
外
見
的
所
得
を
除
去
す
る
事
が
必
要
で
あ
る
。
而
も

最
も
賢
明
な
る
方
法
は
、
低
金
利
に
よ
る
統
制
的
な
る
イ
ン
フ
レ
イ
シ
ヨ
シ
を
起
し
、
企
業
家
に
異
常
利
潤
を
獲

せ
し
め
た
る
後
に
諸
種
の
課
税
に
よ
り
て
此
れ
を
政
府
の
手
に
移
す
可
き
事
で
あ
る
。
殊
に
此
の
目
的
を
充
分
に

貫
徹
す
る
急
め
に
、
兎
に
心
理
的
政
治
的
の
反
封
を
避
け
且
充
分
な
る
財
政
調
達
を
岡
る
待
め
に
は
、
財
産
耽
の

併
用
こ
そ
不
可
棋
の
事
と
な
る
の
で
あ
る
。

勿
論
戦
時
財
政
の
調
達
ヤ
一
課
税
の
み
に
輯
る
と
一
百
ム
事
が
如
何
に
不
可
能
不
合
理
な
る
か
と
言
ふ
事
は
、
今
児

謂
ふ
を
要
ぜ
引
き
る
所
で
あ
る
。
而
色
現
今
に
お
け
る
戦
争
の
特
徴
よ
り
、
相
品
質
の
増
税
に
よ
り
で
も
向
公
債
が
後

位
に
崎
川
悦
'
T
捜
す
与
が
兆
闘
の
宵
摘
に
よ
り

τ知
ら
れ
る
な
ら
ば
、
刊
紙
に
述
、
べ
た
る
杭
時
財
政
制
自
亦
用
小
判
官
U

る
誇
で
は
無
い
。

従
っ
て
財
産
暁
の
如
き
も
の
色
、

或
は
圃
民
極
構
上
よ
り
生
産
力
診
減
税
す
る
色
の
と
者
へ
ら

れ
或
は
租
積
制
度
上
よ
り
重
複
課
税
と
し
て
排
斥
せ
ら
れ
様
と
も
、
少
〈
共
戦
時
財
政
の
矯
め
の
最
後
の
明
札
と

し
て
其
の
存
在
を
主
張
し
得
る
の
で
あ
る
。

貨
幣
組
済
論
的
立
場
よ
り
児
た
る
財
産
税

第
四
十
三
巻

七
二
九

第
五
競

一一


